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議 会 運 営 委 員 会 書 記 録 

 

 

令和７年(2025年)１２月８日(月)② 

第３委員会室 

◎ 出 席 者 

 ◇委員長  竹 内 栄 治 

  副委員長  小 林 豊代子 

 委 員  藤 部 徳 治、小 林 成 好、小 口 高 寛、野 口 高 明 

島 田 玲 子、山 田 大 助、白 川 秀 嗣、松 島 孝 夫 

◇議 長  畑 谷   茂 

 ◇委員外議員  菊 地 貴 光 副議長 

 ◇傍聴議員  大 田 ちひろ、浅 古 高 志 

 ◇傍聴人  １名 

◇事務局  松村局長、藤浪課長、倉田主幹、東條主幹、髙橋主幹、村田主幹 

鈴木主任 

 

○ 開  会（１５：１０） 

◇ 議長あいさつ及び諮問 

  ・ １２月９日（火）に予定していた一般質問のうち、武藤  智議員及び瀬賀 恭子

議員から一般質問通告の取下げの申し出が、浅古 高志議員から一般質問通告の一部

取下げの申し出があり、それぞれ許可した旨の報告 

  ・ １２月１０日（水）に予定していた一般質問のうち、立澤 貴明議員から一般質問

通告の答弁指定者の一部取下げの申し出が、松島 孝夫議員及び金井 直樹議員から

一般質問通告の取下げの申し出があり、それぞれ許可した旨の報告 

○ 議  事 

◇ 一般質問３日目、４日目の日程について 

★委 員 長   事務局から説明させる。 

★課  長   まず、一般質問３日目の本会議については、開議の後、諸般の報告と

して、一般質問の取下げについて報告する。明日１２月９日は、２番目

の武藤議員、４番目の瀬賀議員が取下げとなるが、小口議員、浅古議員

に確認したところ、１番目の野口高明議員の一般質問が終了した後、休
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憩を挟み、小口議員の質問を行い、その後、お昼休憩を挟み、浅古議員

は午後から行いたいと考えている。また、４日目の１２月１０日は、午

前中は予定通り行い、午後は４番目の松島議員、５番目の金井議員が通

告の取下げとなるため、立澤議員の一般質問終了後、散会となる。なお、

一般質問のスケジュールについてはホームページに公開していることか

ら、通告の取下げ等についてお知らせするとともに、中継をご覧の方に

もわかるよう、ご案内をしたいと考えている。 

☆松島委員   今、ホームページ上に取下げの旨を載せることになったが、例えば、

市長病欠による欠席といった理由も書いた上で、取下げとなるのか、た

だ取下げたことになるのか、その辺りをどのように考えているか教えて

いただきたい。 

★課  長   現状は、一般質問の通告が取下げとなりました、と端的に書くつもり

である。 

☆松島委員   もし、議会運営委員会の中で諮れるのであれば、やはり６人ほど通告

を取下げ、または一部取下げている方もいらっしゃる以上、理由を明記

していただかないと、こちら側に非があるように取られかねないため、

できればその理由等々があるとありがたい。 

★課  長   答弁指定者である市長が欠席のため、通告の一部が取下げとなってお

りますといった内容で、他にしっかりと理由がわかるように検討したい。 

☆松島委員   欠席の理由について、先ほど議場の報告では病欠などではなく、欠席

ということだったが、やはり議会を聞いている方もなぜ急に欠席なのか

と感じてしまう。私は特に病名を言うのではなく、あくまで病気による

欠席であれば不可抗力にもなるため、そちらの方が双方にとってよいか

と思う。その他の記載に関して、事務的に可能かどうか教えてもらいた

い。 

★課  長   病欠という部分もあるが、念のため秘書課にも確認を取った上で、特

に見ていただく市民の方にわかりやすい取扱いをしたいと考える。 

★委 員 長   報道発表はしていないのか。 

★局  長   特に事務局では伺っていない。 

★委 員 長   こちらとしても何故かという話になってしまうため、よろしくお願い

したい。それでは、他にご意見がなければ、まず、一般質問３日目、明

日１２月９日（火）の本会議における諸般の報告のなかで、一般質問の
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取下げについて報告することにご異議ないか。 

※ 委員全員異議なく、そのように決定された。 

★委 員 長   続いて、一般質問３日目、４日目のスケジュールについては、事務局

の説明のとおりとすることにご異議ないか。 

※ 委員全員意見はなく、異議もなく、事務局の説明のとおり決定された。 

◇ １２月１１日の市長提出議案の質疑について《委員長説明》 

 １２月１１日（木）の質疑日における市長欠席に伴う取扱いだが、同日も市長が欠席

であるため、市長提出議案の質疑についても、市長に代わって副市長が答弁を行うこと

になるため、ご了承願いたい。 

※ 委員全員意見はなく、異議もなく、そのように了承された。 

◇ その他 

  → その他発言なし 

○ 閉  会（１５：１５） 


